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分野別実務修習において自宅学修に切り替えた場合等に司法修習生

に与える課題について

司法研修所民事裁判教官室

3月30日付けで司法研修所事務局長から発出された「司法修習における新型コ

ロナウイルス感染症への対応について（事務連絡)」の3に関し，分野別実務修習に

おいて，新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく外出自粛要請が発せられた

ことにより自宅学修に切り替えた場合又は新型コロナウイルス感染等の理由により

自宅学修を認めた場合に司法修習生に与える課題については， 下記のものが考えら

れます。
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